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 今年は早い梅雨入りとなりましたね。５月はゴールデンウイークで長期の休みがありま

したが、６月は祝日が１日もありません。ちょっと残念ですね・・ 

 掲載内容につきご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ

下さい。 

住宅ローンの抹消手続き 
 住宅ローンなど金融機関からご融資を受ける際には、不動産に抵

当権設定等の担保設定を行うことが多いと思います。 

 この金融機関への支払が終わった場合、どういう手続が必要でしょうか。 

 この場合、抵当権の抹消登記を行う必要があります。 

 金融機関から書類が送られてきた場合は、そのまま放置しないで中身をきちんと確認し

て下さい。この金融機関から送られてきた抵当権抹消関係の書類を紛失されたりしますと、

後日、登記しようにも再度発行する必要があったり、その後の名義人の方の状況の変化に

より、簡単に抵当権抹消登記ができない場合があります。 

  例えば、完済後に、名義人の方が死亡した場合は、その相続人から申請する必要があり

ますので、戸籍等の相続を証する書面を添付しなければなりません。ただし、抵当権抹消

登記は、保存行為に当りますので、相続人の１人から申請することが出来ます。 

 それでは、完済する前に、名義人の方が亡くなった場合は、どうでしょうか？この場合

は、先に不動産の名義を相続人に変更した後でないと、抵当権抹消登記はできません。 

  次に、不動産の名義が共有で、そのうちの１人が死亡した後、抵当権を完済した場合は

どうでしょうか？この場合は、亡くなった共有者の相続登記を行うことなく、存命してい

る共有者の一人から、抵当権抹消登記が可能です。 

  また、抵当権抹消登記を行わずに放置することで、金融機関の発行する書類の代表者が

変更している場合があります。登記の委任は、委任した後、その代表者が変更しても代理

権は消滅しません。代表者が変わっても、古い書類によって抵当権抹消登記は可能ですが、

司法書士に依頼する場合は、その当時に委任を受けている訳ではないので、再度、委任状

を発行する必要もありますので注意が必要です。 
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